
   ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用される方へ  

次の２つの要件をいずれも満たす場合、寄附金税額控除に係る申告特例申請書（及び添付書類）を提出する

ことで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けることができます。 

 ① ふるさと納税先団体が５団体以内であること 

 ② 確定申告が不要な方であること（例：給与所得者、公的年金受給者等） 

医療費控除の申告などのため、確定申告又は住民税の申告を行う等、上記２つの要件を満たしていない場合

は、確定申告をする必要があります。 

※ あらかじめ「2．申告の特例の適用に関する事項」の①及び②のチェック欄にチェックを付けていますの

で、上記要件①及び②を満たす場合のみ申請ください。 

※ 申請後に転居するなど申請書の記載内容に変更があるときは、お早めに山形市ブランド戦略課までご連

絡下さい。（１月１０日までに変更届を提出する必要があります。） 

※ 寄附件数1件ごとに申請書1枚の提出が必要です。 

※ 複数枚の申請書を提出する場合は一つの封筒にまとめてご提出いただけます。その際、個人番号・本人

確認書類の貼り付けは一部で構いません。 

※ 提出に必要な書類については裏面をご参照ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和〇年  〇月  〇日   

      山形県山形市長   殿 
 

 

整理番号 
※寄附金受領証明書の 

右上に記載されています。 

住 所 

〒000-0000 

○○県○○市○○町 

00 丁目 00 番地 000 号 

ふりがな やまがた たろう 

氏 名 山形  太郎 

個人番号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

電話番号 000-000-0000 生年月日  昭 平 令   00・00・00 

ワンストップ特例申請書は、令和６年１月 10 日(水)まで 

に提出して下さい。（消印有効） 

記 入 例 

・申込み住所と住民票の住所が違う場合は、二重線で消し、正しい住所を記入して下さい。また

氏名、生年月日が異なる場合も修正して下さい。 

※この修正による、お礼の品の配送先変更は受付できません。配送先の変更が必要な場合は

別途ご連絡ください。 

＜お問い合わせ・書類送付先＞ 

山形市役所 商工観光部 ブランド戦略課 ふるさと納税推進係 

〒990-8540 山形県山形市旅篭町 2-3-25 

TEL：023-641-1212 内線 286、407、408 

E-mail：hurusato-1@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

記入日を記入 

※ワンストップ特例申請書（紙）は

別紙「スマホでまとめて」の裏面 
です。 個人番号を記入 

mailto:hurusato-1@city.yamagata-yamagata.lg.jp


寄附金税額控除に係る申告特例申請書（ワンストップ特例）添付書類説明書 

提出が必要な書類のコピーを申請書に貼付もしくは同封してください。 

●提出が必要な書類 

（１）寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申告特例申請書) 

（２）添付書類：個人番号の確認が出来るもの 

 ※ 氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものを添付してください。 

（３）添付書類：本人確認が出来るもの 

 ※ 申請書の氏名及び生年月日又は住所が正しいか確認するため、申請書の内容と一致するものを添付し

てください。 

 

①個人番号の確認が出来るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②本人確認が出来るもの 
 

 

☆１種類の貼付でよいもの(顔写真あり) ☆２種類の貼付が必要なもの(顔写真なし) 
□マイナンバーカード（表面） 
□運転免許証 
□パスポート 
□障害者手帳 
□在留カード又は特別永住者証明書 
□官公署が発行した写真付き証明書 
□写真付き学生証、社員証、資格証明書 
（氏名及び生年月日又は住所が記載されて

いるもの） 

□健康保険の被保険者証 
□年金手帳 
□写真のない学生証、社員証、資格証明書 
□国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書 
□印鑑登録証明 
□納税証明書 
□官公署が発行した通知書（納税通知書等） 

※有効期間のあるものは期間内のもの  

□顔写真付きマイナンバーカード（裏面） 
□通知カード 
 ※令和２年５月２５日に通知カードが廃止されたため、 

通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り利用可能です。 
□住民票の写し（個人番号の記載のあるもの、コピー可） 

 
上記の書類のいずれか１点を添付してください。 


